旧優生保護法補償金等支給事業における広報事業委託業務仕様書

１　業務名
　　　旧優生保護法補償金等支給事業における広報事業委託業務

２　業務の目的
　　　旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律（令和６年法律第70号。以下、「法」という。）の規定に基づく補償金等支給制度（以下、「補償金等制度」という。）及び本県が設置する旧優生保護法補償金等受付・相談窓口（以下、「相談窓口」という。）について、当事者の方々が抱える様々な事情や気持ちに最大限の配慮を行いながら、効果的な広報を行うことで、当事者やそのご家族及び関係者の方へ補償金等制度の情報を届けるとともに、相談窓口への相談及び補償金等の請求につなげることを目的とする。

３　契約期間
　　　契約締結の日から令和９年２月２６日（金）まで

４　広報内容
（１）補償金制度の概要（対象者、補償金の額等）
（２）相談窓口について（電話番号、対応時間帯等）
※　詳細は別紙（旧優生保護法補償金等リーフレット）を参照

５　業務内容
前記２に掲げる目的を踏まえ、次の業務を行うこと
（１）補償金等制度及び相談窓口の広報
　　前記４に掲げる広報内容について、補償金等制度の対象者の年代等（注１）や留意事項（注２）を踏まえ、下記に記載の複数メディア（広報媒体）（注３）を組み合わせた広報を行うこと。　
また、広報を行うにあたっては、大分県ホームページにおける関連ページのＵＲＬ及び二次元コード、キーワード検索の表示など、当該ページへの誘因を図る取組みを行うこと。

（注１）本業務におけるターゲットの考え方は、下記表に示すとおり
	年代
	４０代後半以降で障がいのある方、またはそのご家族

	補償金等制度の対象者
	補償金等の請求対象者は、平成８年までに旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者、死亡している場合はその遺族（配偶者、子、父母、兄弟姉妹、おい・めい等）、優生上の理由に基づき人工妊娠中絶を受けた本人
・「優生保護法」の最終年度の平成８年に、１０代後半の方が手術を受けられた場合は、現在、４０代後半となる。
・特に被害が多いとされている年代は、1950年代～1960年代前半。当時１０代後半～３０代と想定すると、現在８０代以上の方々となる。

	想定されるターゲットの潜在意識
	【本人】
・私が過去に受けた不妊手術や人工妊娠中絶は、旧優生保護法の影響かもしれない。
【その家族】
・障がい（精神・知的・身体）を持つ家族・親戚に、障がいや疾病を理由に不妊手術や人工妊娠中絶を受けた人がいる。（話を聞いたことがある。）
【本人・その家族】
・これまで自治体広報誌等で旧優生保護法の補償金等の支給に関する記述を読んだことがあり、自分や、家族・親戚（配偶者、親、兄弟・姉妹、おじ・おば等）が補償金の対象者ではないかと考えたことがあるが、県の相談窓口への相談に踏み出せていない。

	地域
	大分県内全域



（注２）留意事項
①　県では、上記注１の補償金等制度の対象者やその支援者から、心当たりのある方の相談を受けつけており、請求の支援も行っていること。
②　①の相談は、大分県健康政策・感染症対策課にある「旧優生保護法相談窓口」専用電話、専用メール、FAXで平日に相談を受け付けているため、広報時は、これらの連絡先を必ず伝えること。
③　広報時は、無料のサポート弁護士の支援が受けられることを必ず伝えること。
④　広報時は、誰にでもわかりやすく・聞き取りやすい言葉遣いを心がけ、やさしく呼びかけるものにすること。

（注３）ここでいうメディア（広報媒体）とは、次のようなものをいう
　　　〇　印刷媒体・・・・・・・新聞、情報誌など
　　　〇　交通広告媒体・・・・・バス、タクシー、電車広告など
　　　〇　インターネット媒体・・ＳＮＳ、Ｗｅｂサイト、動画配信
〇　電波媒体・・・・・・・テレビ、ラジオ
〇　その他・・・・・・・・デジタルサイネージなど　　　
※　テレビＣＭなどの動画を活用した広報を行う場合には、わかりやすい映像（テロップ）や手話実写動画、ナレーションを組み合わせて、障がいをお持ちの方に配慮したものを制作すること。

（２）啓発用ポスター・チラシの製作・配布
  　　法の趣旨及び補償金等制度の内容を理解し、相談窓口への相談や一時金の請求につながることを目的とした啓発用チラシを次により製作すること。

①　サイズおよび規格
　　ポスター：Ｂ２片面カラー
チラシ　：Ａ４フルカラー両面
・電子データについて、ポスター・チラシ以外のサイズも作成し、納入すること　
・チラシは、音声コードUni-Voiceを載せ、コードの位置を把握できるよう、印刷物に切り欠きを入れること（コードは県による作成も可能　※県と協議の上決定）

②　枚数
　　県と協議の上決定
　　目安：ポスター・チラシ　計2,000枚以上（例　ポスター200枚、チラシ1,800枚）

③　納入期限
　　令和８年８月３１日（月）

④　配布先
　　県と協議の上決定

５　業務完了報告等
　　業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。また、本事業で作成した成果品は、業務完了までに当課へ納品すること。

６　事業実施体制
　　本事業に必要とされるスタッフを配置し、業務の遂行に支障のないようにすること。また、業務の進捗管理など業務全般に関する責任者を明確にすること。

７　その他の留意事項
（１）受託者は、本事業の遂行にあたり、県と十分に協議し、適宜、進捗状況等の報告を行い、受託業務の円滑な遂行に努めること。具体的な事項については、県と十分協議のうえ決定すること。
（２）受託者は、成果物及び委託契約に基づく大分県の成果物の利用が第三者の著作権、肖像権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証すること。
（３）受託者は、関係法令を遵守すること。本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
（４）本業務において制作するイラスト、動画、バナー等について、著作権その他一切の権利は大分県に帰属することとする。
